
長野市監査委員告示第２号 

 

地方自治法第199条第12項及び第252条の38第６項の規定に基づき、長野

市教育委員長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により

その内容を公表します。 

平成25年２月28日 

長野市監査委員    増 山 幸 一 

同           轟   光 昌 

同      松 木 茂 盛 

同           高 野 正 晴 

 



平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度 

当初措置状況当初措置状況当初措置状況当初措置状況 平成23年度の措置状況平成23年度の措置状況平成23年度の措置状況平成23年度の措置状況 平成24年度の措置状況平成24年度の措置状況平成24年度の措置状況平成24年度の措置状況 担当課担当課担当課担当課

長野市営南長野運

動公園総合運動場

５ 利用料金の設

定・徴収について

（報告書16ペー

ジ）

(1) 条例と異なる料金徴収等について

　プール・体育館マシンジム個人月額利用券、

野球場グランド及び照明利用料並びに野球場の

時間外利用料の一部については、条例と異なる

料金で徴収されていた。

　また、総合球技場・テニスコートでの電源使

用料や総合球技場でのペイント料などいずれも

条例に規定がなく、慣例や運用で徴収されてい

た。条例に基づく利用料金の適正な徴収に努め

られたい。

　併せて、現行の条例での料金表は複雑でわか

りにくく、頻度の高い利用時間の料金設定がな

いなど利用実態に即していないものが散見され

た。

　市民利用向上のため、利用実態に合せた料金

体系への条例整備を検討されたい。

　条例と異なる料金での徴収及び

条例に規定がなく慣例や運用での

徴収は、事前協議が不十分な上、

料金徴収に対する考え方が曖昧

だったことが原因である。

　電源使用料、総合球技場でのペ

イント料については、実費負担と

し適正な料金設定や告知を検討す

るなどし、適正な利用料金の徴収

に努めることを平成21年５月15日

に指定管理者との打合せの際、確

認し改善を図った。

　また、利用実態に合わせた料金

体系への条例整備は、体育施設使

用料適正化事務に併せて今後検討

していく。

　利用実態に合わせた料金体系へ

の整備については、再度検証のう

え平成25年度の料金改定に併せて

改定を検討中。

　利用実態に合わせた料金体系へ

の整備については、再度検証のう

え平成25年度の料金改定に併せて

改定を検討中。
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